
平成20年7月24日改訂

マンション管理士・行政書士川原一守事務所

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０４５－２４２－８５０６

行政書士法第１０条の２第１項に基づく報酬額表、全て消費税込、実費別。

１００戸以下 ￥５２，５００～ 管理組合法人設立 ￥１００，０００～
１００戸超 戸数×￥５２５ その他法人設立 ￥２００，０００～

複合用途型 宅建業免許申請 ￥１００，０００～
団地型 自動車保管場所証明 ￥５，０００～

管理会社変
更有り

￥３１５，０００～
管理費
等滞納 ￥１０，０００～

管理会社変
更無し

￥２６２，５００～ その他 ￥２０，０００～

単棟型 ￥１０５，０００～
遺産分割協議書・
遺言状作成

複合用途型 ￥２６２，５００～ 契約書作成
団地型 ￥３１５，０００～ 告訴状・告発状作成
新規作成、
届出様式等

￥１００，０００～

変更、
届出様式等

￥５０，０００～

議事録作成 総会、理事会 ￥１０，０００～
2時間
まで

￥１０，５００～

通常業務１時間 ￥５，２５０

特別業務１時間 ￥１０，５００

２時間
まで

￥１０，５００～
＋交通費実費

２時間超
１時間毎 ￥５，２５０～

￥５０，０００～

￥２０，０００～

権利関係

￥１０，０００～

報酬額表報酬額表報酬額表報酬額表

※月１～２回の現地訪問と、メール等による日
常相談を基本とする
※自主管理の場合は別途相談
※大規模物件の場合は戸あたり単価割引と
時間積上げ方式の見積のいずれか安いほう
を選択していただきます。

※全て実費別。その他別途相談。当事務所
で対応できない場合は他事務所をご紹介い
たします。

内容証明郵便

管理規約
見直し

その他マンション管理に関する業務

各種細則
見直し

※　特別業務とは通常の業務より
繁忙期（土日等）、急ぎ、高度なノ
ウハウ、特別な調査等を必要と当
事務所が判断する業務に適用し
ます。
※上記の金額を標準に業務にか
かる所要時間×時間単価＋交通
費等実費＋事務諸経費（業務報
酬の１５％）で報酬計算

その他

管理委託契
約見直し

許認可業務管理組合顧問業務（月額）

単棟型

単棟型報酬×１．５
単棟型報酬×１．５

相談業務

出張相談

※他業務の依頼を前提とする相談は別途相談

事務所での相談
２時間超
１時間毎 ￥５，２５０～


